
議案第２２号

向日市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

向日市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を

制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２８年３月４日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例

向日市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３８年条例第１７

号）の一部を次のように改正する。

第２条第６号ただし書を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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〈参 考〉

向日市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（特殊勤務手当の種類及び手当の額） （特殊勤務手当の種類及び手当の額）

第２条 略 第２条 略

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略

(6) 清掃業務（収集・焼却）に従事した職員の特殊勤務 (6) 清掃業務（収集・焼却）に従事した職員の特殊勤務

手当 業務１日につき１，１００円 手当 業務１日につき１，１００円。ただし、休日

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条

例第１号）第９条第１項に規定する休日）に従事した

場合 業務１日につき５，６００円

(7) 略 (7) 略


